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平成２４年 第３回（定例）須 恵 町 議 会 会 議 録（第１日） 

平成２４年９月５日（水曜日） 

議事日程（第１号） 

平成２４年９月５日 午前１０時００分開会 

日程第 １ 会期の決定について 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ３ 町長諸報告 

日程第 ４ 議会報告  

日程第 ５ 議案第４７号 平成２３年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第４８号 平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ７ 議案第４９号 平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ８ 議案第５０号 平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ９ 議案第５１号 平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第１０ 議案第５２号 平成２３年度須恵町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議案第５３号 須恵町表彰条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議案第５４号 須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議案第５５号 須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議案第５６号 須恵町教育委員会委員の任命について 

日程第１５ 議案第５７号 須恵町教育委員会委員の任命について 

日程第１６ 議案第５８号 須恵町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１７ 議案第５９号 平成２４年度須恵町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議案第６０号 平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第６１号 平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 報告第 ３号 平成２３年度須恵町健全化判断比率の報告について 

日程第２１ 報告第 ４号 平成２３年度須恵町公営企業の資金不足比率の報告について 

日程第２２ 意 見 書  地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の 

             構築を求める意見書の提出について  

 
本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会期の決定について 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名について 
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日程第 ３ 町長諸報告 

日程第 ４ 議会報告  

日程第 ５ 議案第４７号 平成２３年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第４８号 平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 
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ついて 

日程第 ９ 議案第５１号 平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第１０ 議案第５２号 平成２３年度須恵町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 議案第５３号 須恵町表彰条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議案第５４号 須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議案第５５号 須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議案第５６号 須恵町教育委員会委員の任命について 

日程第１５ 議案第５７号 須恵町教育委員会委員の任命について 

日程第１６ 議案第５８号 須恵町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１７ 議案第５９号 平成２４年度須恵町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議案第６０号 平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第６１号 平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号） 
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欠席議員（１名） 

１４番 原 野 敏 彦  

 
事務局出席職員職氏名 

局長 合 屋 栄 一  係長 百 田 儀 幸 

 
説明のため出席した者の職氏名 
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理  事（教育次長）・・・安河内 亮 三    理  事（住民課）・・・・安 部 健 一 

理  事（税務課）・・・・百 田 順 二    理  事（上下水道課）・・今 泉 智 明 

理  事（建設産業課）・・安 川 敏 幸    総務課長・・・・・・・・今 泉 俊 裕 
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税務課長・・・・・・・・櫻 木 幹 夫    健康福祉課長・・・・・・畑 江 達 也 

建設産業課長・・・・・・安河内 久 人    子ども教育課長・・・・・稲 永 修 司     

社会教育課長・・・・・・川 津 政 文    総務課参事・・・・・・・満 行  誠 

監査委員・・・・・・・・百 田 清 二 
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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。６月議会では水の心配をしておりましたが、９月に

入り早場米の刈り取りが始まりました。しかしまだ残暑厳しき折、議員各位健康に留意され、議

員活動に支障がないようよろしくお願いいたします。 

 開会前に広報特別委員会より、会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 ただいまから、平成２４年第３回須恵町議会定例会を開会します。 

 ここで、原野敏彦議員より今定例会中の欠席の届け出が、出ておりますので御報告します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に、運営委員会の経過報告を求めます。６番、荒木敏光議員。 

○議会運営委員長（荒木 敏光）  おはようございます。議会運営委員会の協議結果を報告いたし

ます。 

 ８月３０日午前１０時より議会運営委員会を開催し、平成２４年第３回定例会の運営について

協議をいたしました。 

 今回提出された議案は１５議案でございます、報告が２件、町長諸報告及び閉会中の組合議会

報告が３件、意見書が１件となっております。 

 会期は、本日９月５日より９月１４日までの１０日間といたしております。 

 なお、議案第４７号から議案第５２号までは決算認定審査関連議案であり、一括提案し、決算

審査特別委員会に付託し、議案第５９号については予算審査特別委員会に、付託することといた

しております。また、意見書については各委員会に付託するようにいたしております。 

 一般質問は、９月１１日午前９時より行います、一般質問終了後、全員協議会を開催いたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 ９月１２日の現場視察は９時半から行いますので、お間違えのないようによろしくお願い申し

上げます。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会期の決定について 

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第３回定例会の会期を本日から９月１４日までの１０日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第３回定例会の会期を本日から９月

１４日までの１０日間と決定しました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１０条の規定により、９番議員、１０番議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．町長諸報告 

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  おはようございます。９月の定例議会を招集いたしましたところ、残暑厳

しい中、また御多用の中に御出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、諸般の報告を申し上げます。 

平成２３年度一般会計決算について   

 まず、平成２３年度の一般会計の決算についてでございます。平成２３年度の一般会計決算に

つきましては、歳入総額７９億３,０４０万３,０２９円に対しまして、歳出総額は７７億

２,２９７万２,５２０円でございます。２１年度から３年連続いたしまして、７０億円台の決算

規模となっております、平成２２年度決算額に比べまして、歳入は１.６％、歳出は１.２％の増

額となっております。 

 歳入につきましては、国家予算の約２割を占めます地方交付税が２２億７３８万円、率にいた

しますと８.３％の増額でございます、これは三位一体改革後ずっと大幅な増額をいたしており

ます。昨年度に続きます大幅な増額となっております。 

 町税につきましては、２５億３,７４５万１,８７８円で、１.６％の増額であります。２０年

度以来の増額となりました、町税全体の現年課税分の徴収率が９８.３％から９８.５％へ向上い

たしておりますので、町民税の調定額は依然として下がり続けている中でありますけれども、全

体といたしましては、およそ４,０００万円の増収となっております。 

 また、財政構造の弾力性を示す経済収支比率につきましては、８５.７％から８４.９％、率に

いたしまして０.８ポイント改善されております。 

 次に、歳出でございますが、人件費であります職員給与につきましては、以前から職員数の抑

制及び給与の見直しに取り組んでおりますが、２２年度に比べまして２％の減額となっておりま

す、これは７名の職員の退職、あるいは人事院が勧告いたしました給料引き下げの実施によるも

のでございます。 

 また、普通建設事業につきましては、新たに第二幼稚園の用地補償及び造成工事などを実施し

た結果、２０.７％の増額となっております、これはお約束いたしました積極的な財政運営に努

めていくということでございます、その結果ということであろうと思っております。 
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 ２３年度の特別会計への繰出金につきましては、１１億円を超えておりまして、２２年度に続

き１０億円を超えるものとなっております、主なものといたしましては、国保、後期高齢者医療

特別会計でおよそ６億円、公共下水道事業特別会計が２億６,８００万円でございます。 

 基金につきましては、財政調整基金は４,５００万円取り崩しましたが、最終的には１億

９,８２５万９,０００円積み増すことができました、その結果財政調整基金、減債基金を合わせ

ましたところの基金残高は、２４億９,１７９万４,０００円とすることができました、これも議

員皆様の御理解と町民皆様の御協力をいただいた結果だと考えております、ありがとうございま

した。 

 なお、２３年度も寄附金として、宝満堂様、喜楽鉱業様、株式会社ピーエムティー様、あるい

は個人の方々から多額の御寄附をいただきました、学校図書の購入などに使わせていただきまし

たことを御報告させておきます。また、宝満堂さんからは、２４年度、毎月２００万円の寄附、

合計２,４００万円を御寄附いただいておりますが、８月末で１,０００万円をいただいておりま

す、この額につきましては半額程度ポケットパーク事業に使うということで、宝満堂さんとのお

約束も取り交わしているところでございます。 

 最後になりますが本議会におきまして、健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を報告議

案として上程いたしておりますので、よろしくお願いをいたします、なお両比率とも比率につき

ましては、昨年度に引き続き正常な範囲内であることを申し添えておきます。 

水道事業決算について   

 次に、水道事業の決算でございます。平成２３年度水道事業決算についてでございますが、平

成２３年度は降雨も平年並みの量に恵まれまして、水の安定的な供給もできたと思われます。 

 平成２３年度収支は、水道事業収益が消費税抜きで５億６,６９２万９,５８９円に対しまして、

同経費は５億３,７４９万４４０円で、差し引き１,９４３万９,１４９円の黒字となりました。 

 収入面では、昨年度に料金改定をさせていただいておりますので、約１,８００万円の増収と

なりましたが、長引く経済活動の停滞、節水意識の浸透など、水事情の変化が進む現状にあって、

水道料金の伸び悩みが生じております。 

 また、費用面については削減に努めてまいりました、当年度未処理欠損金は１億３,４３３万

９,６９７円となりました、今まで以上に経常収支の削減と経営の効率化を図り、水道事業の健

全な経営維持と良質な水を安定的に、供給できるよう努めてまいりたいと考えております。 

乳幼児医療費助成について   

 次に、乳幼児医療費の助成について御報告を申し上げます、須恵町の乳幼児医療費の助成制度

は、平成２０年１０月から福岡県制度の所得制限を撤廃の上、施行してまいりましたが、対象年

齢につきましては県制度に合わせまして、入院、入院外とも未就学児までといたしておりました。 
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 全国的に子育て支援策を求める声の中に、子供たちの医療費の無料化において、助成制度の充

実が求められているところでございます。 

 古賀市が、平成２４年４月より入院の対象年齢を拡大実施しており、また新宮町は、２５年

１月から給付内容を拡大すると決定いたしております、これを受けまして糟屋郡内の中南部６町

で協議検討を重ねた結果、糟屋医療圏のサービス水準の平準化のために統一した形で協議がまと

まりましたので、子育てに係る経済的負担を少しでも軽減するため、平成２５年４月１日より入

院の対象年齢を６歳引き上げまして、小学校６年生まで拡大する計画であります。 

 本定例会におきまして、関係条例を提出いたしておりますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

県道筑紫野古賀線改良事業について   

 最後に、県道筑紫野古賀線の改良事業について報告させていただきます、県道筑紫野古賀線改

良事業については、ことし６月の定例議会の一般質問におきまして、藤石議員のほうから、どこ

までできるの町のインフラ整備と題して、町の発展や開発に伴うインフラ整備の取り組みについ

て御質問された中で、県道筑紫野古賀線の整備促進に関する内容が含まれておりました、これに

対し宇美町境の新原工業団地入口から、須恵中央駅交差点までの１.７キロを整備する計画があ

るとお伝えし、県、国とも情報収集しながら、早期着工に向けて努力していくというふうに答弁

いたしておりました。 

 その結果、議会終了後の７月初旬に福岡県土整備事務所より、前述いたしました須恵町内未改

良区間を含めた１.７キロが、須恵工区として事業認可が決定し、これにより詳細な設計を行う

ための現地測量を実施する旨の連絡がありました、この現地測量につきましては、本年９月より

１１月下旬までの調査期間として実施されまして、この成果に基づき、全幅、いわゆる道幅が

２５メートル、車道４車線化の詳細設計に移行いたしまして、平成２５年度中の地元説明会が予

定されているところでございます。 

 現在の福岡県土整備事務所管内における整備実施区間は、宇美工区、須恵・粕屋工区、いわゆ

る大間池を通るバイパス区間でございます、それから新宮・古賀工区がありますが、新たに本町

の須恵工区が事業認可決定されたことによりまして、慢性的な交通渋滞の解消や交通災害減少等、

地域住民の生活環境の改善に大きく寄与し、また現在建設中の県道志免須恵線との交通ネット

ワークの確立により、地域開発に多大の効果をもたらすものと期待をいたしております。 

 このようなことから、町といたしましても議会、関係行政区長及び地元代表者からなる県道筑

紫野古賀線促進期成会を再編し、福岡県との連携をさらに強め、早期完成に向け全力で取り組ん

でいきたいと考えております。 

 以上、報告させていただきます。 



- 8 - 

○議長（三  良人）  これより町長の諸報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事項

につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。質問はありませんか。癩癩質問なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議会報告 

○議長（三  良人）  日程第４、これより議会報告に入ります。 

 まず、閉会中に須恵町外二ケ町清掃施設組合議会が開催されておりますので、組合議員の報告

を求めます。１３番、藤石豊議員。 

○議員（１３番 藤石  豊）  おはようございます。須恵町外二ケ町清掃施設組合議会の報告を

いたします。 

 去る８月２１日、平成２４年度第２回須恵町外二ケ町清掃施設組合定例会が開催されました。

議事の日程等につきましては、お手元に配付している資料のとおりでございます。 

 まず最初に、組合長の諸報告についてでございますが、し尿処理施設及びクリーンパークわか

すぎのＲＤＦリサイクル施設につきましては、順調に稼働しているということであります。 

 また、大牟田リサイクル発電株式会社につきましては、６月２９日、株主総会が行われ、当期

純利益は前年比１億７,５９８万１,０００円の減、９,３７１万５,０００円となっており、決算

ベースでは単年度黒字を維持した形になっているものの、平成２４年度からＲＤＦ処理委託料の

値上げ等、ＲＤＦ搬入量確保の厳しさや、今後の新たな費用の発生が見込まれるなど、依然とし

て厳しい状況にあることには変わりないということでございました。 

 また、クリーンパークわかすぎの３０年度以降の件につきましては、両副組合長、組合議会議

員ともに、慎重に協議を重ねなければならないが、大きな方針としてはクリーンパークの施設は、

まだ十分にその機能を発揮することができる状況にあることから、平成３０年４月以降、とりあ

えず１０年間運用を延長することを基本的な考えとし、現在の搬入先であります大牟田リサイク

ル発電から、別の選択肢もあわせて検討しながら、低コストの運用を探ることが望ましいと考え

ているという報告がなされました。 

 次に、議案についてでございます。議案第３号は、平成２３年度須恵町外二ケ町清掃施設組合

一般会計歳入歳出決算の認定でございます。 

 決算総額につきましては、歳入総額２５億１９万３,９２８円、歳出総額２４億３,６６５万

８,３０８円で、歳入歳出差し引き残額は６,３５３万５,６２０円となっております。須恵町の

負担金といたしましては４億７,９２６万４,０００円で、３町の分担金総額の２９.７％となっ

ております。 

 また、決算の認定に関しましては、会計監査報告が代表監査委員より行われ、決算計数の正確
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性、経理事務の処理、また予算の執行状況について、適正かつ効率的な決算であることの報告が

ございました。全員賛成で可決しております。 

 議案第４号は、平成２４年度須恵町外二ケ町清掃施設組合一般会計補正予算（第１号）につい

てです。 

 歳入歳出予算の総額からそれぞれ２９０万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２４億

７,２６２万３,０００円とするものです、主なものですが、歳入につきましては、前年度繰越金

の増額、須恵町、粕屋町、篠栗町分担金と、宇美町、志免町の受託事業収入の減額で、歳入につ

きましては、ＲＤＦ施設とリサイクル施設間のごみ処理内容の変更によるごみ処理施設運用管理

費の減額と、リサイクルプラザ運営管理費の増額でございます。全員賛成で可決しております。 

 以上が、議会の報告ではありますが、なお議案書及び補正予算書、平成２３年度決算書につき

ましては、議員控室に置いておりますので御参照ください。なお、お手元に糟屋５町ごみ処理に

関する覚書及びその解説を配付しておりますので、御一読をお願いいたします。終わります。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会の報告を求めます。５番、田原重美議員。 

○議員（５番 田原 重美）  おはようございます。粕屋南部消防組合議会定例会が開催されまし

たので御報告いたします。 

 去る８月２７日、平成２４年度第３回定例会が開催されました。議事日程につきましては、お

手元に配付している資料のとおりでございます。 

 議案第１１号、粕屋南部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、下の提

案理由のほうを読みます、電気自動車の普及に伴い、設置が進められている電気自動車の急速充

電設備について、対象火気使用設備等の対象として追加するとともに、急速充電設備の複種性を

踏まえて、急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管理に関する事項を新たに定めるもので

す。 

 その中で、第１１条の２に急速充電設備のことに関して、急速充電設備、電気を設備内部で変

圧して電気を動力源とする自動車等、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第

９号に規定する自動車または同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。以下この条におい

て同じ、に充電する設備。全出力２０キロワット以下のもの及び全出力５０キロワットを超える

ものを除くということです。 

 これは施行日が、この条例は平成２４年１２月１日から施行するということで、全員賛成で可

決しております。 

 議案第１２号、平成２３年度粕屋南部消防組合一般会計歳入歳出決算認定について、実質収支

に関する調書のとこで、歳入総額は１７億５,５６５万２,１３５円、歳出総額が１７億

３,８１２万６,４２８円、歳入歳出差し引き額は１,７５２万５,７０７円、実質収支額も同額で
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１,７５２万５,７０７円になっております。 

 あと基金としまして、消防施設整備基金があります、前年度までが１,２７７万６,０００円あ

りまして、今期９,０００円をプラスしまして、１,２７８万５,０００円を６町で分担金に見合

う額を戻すということになっております、基金をゼロにするということになっております。全員

賛成で可決しております。 

 議案第１３号、平成２３年度粕屋南部消防組合粕屋中南部休日診療所事業特別会計歳入歳出決

算認定について、実質収支に関する調書のほうで、歳入総額は５,３３８万２,８６１円、歳出総

額は３,６８６万７,５６９円、歳入歳出差し引き額は１,６５１万５,２９２円、実質収支額も

１,６５１万５,２９２円になっております。 

 基金につきまして、診療所の運営基金といたしまして、前年度末に４,７９１万円ございまし

た、今期４００万円を追加しまして、５,１９１万円となり、これは診療所の設備の改修費など

に使用したいということで基金として残しておくということでございます。全員賛成で可決して

おります。 

 報告第１号で、専決処分の報告につきまして、平成２４年５月１５日午前９時１５分ごろ、中

部消防署第２分隊化学車が、分隊庁舎出向中、粕屋町において左折進行中、車両右側後部がオー

バーハング状態となり、道路右側民家のブロック塀に車両後部を接触させ損傷を与えたもの、被

害の程度はブロック塀の損傷です、損害賠償といたしまして、修理代３万１,５００円を支払う

ことで示談しました、なお損害賠償額については、全額損害賠償保険により支払われるというこ

とです。全員賛成で可決しております。 

 なお、議案書及び資料は、議員控室に置いておりますので御参照ください。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１０番、

三上政義議員。 

○議員（１０番 三上 政義）  平成２４年８月３１日に行われました、糟屋郡篠栗町外一市五町

財産組合議会定例会の御報告を申し上げます。日程等は、お手元に配付しておるとおりでござい

ます。 

 議案第３号、専決処分の承認を求めるものについてでございます。糟屋郡篠栗町外一市五町財

産組合一般会計予算の補正（第１号）でございます、ツムリ谷作業道の建設工事に関連する濁水

の下流河川水域保全を図るため、必要な緊急工事として２２４万５,０００円を追加補正し、当

初予算７５万円と合わせ、２９９万５,０００円の工事を施工いたしました。 

 工種、のり面保護工１７８万８,０００円と、かご枠浄化１２０万７,０００円でございます。

効果のほどはとの質問に対し、張り芝の活着は悪いが、時間とともに安定してくると考える、ま
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たかご枠浄化については１００％効果なしとは考えないが、ストレートの部分はなくなったとの

答えでございました。地元須恵町には大変御迷惑をおかけしていますが、今後１２月議会までに

は須恵町と協議し、組合議会で結論を出すと回答されました。全員賛成で承認いたしました。 

 続きまして、議案第４号、平成２４年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算

（第２号）でございます。 

 平成２４年度一般会計予算の補正（第２号）を行うもので、歳入歳出予算の総額５,０６６万

３,０００円に、歳入歳出それぞれ１,４９１万９,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ６,５５８万２,０００円とするものでございます、庁舎の改装費等工事費、林道建設費、

予備費が主な理由となっております。全員賛成で可決いたしました。 

 次に、議案第５号、平成２３年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計歳入歳出決算の認

定についてでございます。 

 歳入歳出決算の総額は、７,７８４万５,４９３円、歳出７,４１８万１,４４６円、差し引き

３６６万４,０４７円となり、翌年度に繰り越すこととしております。全員賛成で認定いたしま

した。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  その他、閉会中の活動につきましては、議席に資料を配布しておりますの

で、報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。癩癩質問なし

と認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第４７号 

日程第６．議案第４８号 

日程第７．議案第４９号 

日程第８．議案第５０号 

日程第９．議案第５１号 

日程第１０．議案第５２号 

○議長（三  良人）  これより議案の付議に入りますが、一括議題についてお諮りします。議案

第４７号から議案第５２号は、それぞれ関連議案でありますので、一括議題とすることに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

 日程第５、議案第４７号、平成２３年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第
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６、議案第４８号、平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日

程第７、議案第４９号、平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第８、議案第５０号、平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、日程第９、議案第５１号、平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、日程第１０、議案第５２号、平成２３年度須恵町水道事業会計決算の認定に

ついて、以上６議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。印藤出納課理事。 

○理事（出納課）（印藤 勝人）  それでは、議案第４７号から議案第５１号までの平成２３年度

須恵町一般会計及び各特別会計の決算の認定について、一括して御報告申し上げます。なお、先

ほどの町長報告と重複する部分が一部ございますけど、よろしくお願いをいたします。 

 また、監査委員によります決算審査につきましては、７月２５日から８月２０日まで実施され

まして、意見書を提出していただいております、決算の概要、主な財政指標等など、意見書を御

参照いただければと思っております。 

 それではまず初めに、議案第４７号一般会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、別冊

の決算書１０ページをお願いいたします、実質収支に関する調書ですが、歳入総額７９億

３,０４０万３,０２９円に対しまして、歳出総額７７億２,２９７万２,５２０円で、歳入歳出差

し引き額、形式収支としましては２億７４３万５０９円です。この形式収支から翌年度へ繰り越

すべき財源、繰越明許繰り越し額９万６,０００円を差し引いた実質収支額は２億７３３万

４,５０９円となります。また、この実質収支額から前年度実質収支額を控除した単年度収支額

は３,７４９万５,８７８円の黒字で、これに財政調整基金の積み立て額２億４,３２５万

９,０００円、公債費の繰り上げ償還額６６万９,７０６円を加え、そして財政調整基金の取り崩

し額４,５００万円を控除した実質単年度収支は、２億３,６４２万４,５８４円の黒字となって

おります。 

 ２ページ、３ページの歳入の主な構成比ですが、１款町税３２.０％、６款地方消費税交付金

２.８％、９款地方交付税２７.８％、１１款分担金及び負担金１.７％、１２款使用料及び手数

料１.７％、４ページ、５ページに移りまして、１３款国庫支出金８.９％、１４款県支出金

６.６％、１５款財産収入３.６％、１７款繰入金０.６％、１８款繰越金２.２％、１９款諸収入

３.５％、２０款町債６.９％で、歳入合計額の予算に対する収入率は９８.２％、調定に対する

収入率は９７.９％となっています。 

 次に、歳出の主な構成比ですが、６ページ、７ページの１款議会費１.７％、２款総務費

１４.０％、３款民生費３８.１％、４款衛生費１２.４％、６款農林水産業費２.３％、８款土木

費７.６％、８ページ、９ページで、９款消防費３.６％、１０款教育費９.３％、１２公債費
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１０.９％で、歳出合計額の予算に対する執行率は９５.６％となっています。 

 次に、議案第４８号、国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、１７６ページをお

願いいたします、実質収支に関する調書ですが、歳入総額２９億４,３５２万３,６７６円に対し

まして、歳出総額２９億４,０２３万２,１８６円で、歳入歳出差し引き額は３２９万

１,４９０円となっており、実質収支額も同額です。これを単年度収支で見ますと２２２万

４,４０７円の赤字となり、２３年度は法定繰入金以外の一般会計からの繰入金が１億

４,７９５万５,０００円ありますので、実質的な単年度収支は１億５,０１７万９,４０７円の赤

字となります、歳入合計額の予算に対する収入率は９９.５％、調定に対する収入率は９１.４％、

歳出合計額の予算に対する執行率は９９.４％となっております。 

 次に、議案第４９号、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、２１０ページを

お願いいたします、実質収支に関する調書ですが、歳入総額２億３,０１５万９,６３５円に対し

まして、歳出総額２億２,０９９万７,２２４円で、歳入歳出差し引き額は９１６万２,４１１円、

実質収支額も同額です、歳入合計額の予算に対する収入率は１００％、調定に対する収入率は

９８.５％、歳出合計額の予算に対する執行率は９６.０％となっております。 

 次に、議案第５０号、公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、２２８ページを

お願いいたします、歳入総額９億２,１９５万８,７８８円に対しまして、歳出総額９億

１,５５５万７,９１３円で、歳入歳出差し引き額は６４０万８７５円、繰越明許繰り越し額が

９０万円ありますので、実質収支額は５５０万８７５円となります、歳入合計額の予算に対する

収入率は１００％、調定に対する収入率は９７.５％、歳出合計額の予算に対する執行率は

９９.３％となっています。 

 最後に、議案第５１号、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、２５０ペー

ジをお願いいたします、実質収支に関する調書ですが、歳入総額９,４１６万６,０６３円に対し

まして、歳出総額９,１０５万４,８９９円で、歳入歳出差し引き額は３１１万１,１６４円、実

質収支額も同額です。歳入合計額の予算に対する収入率は９９.８％、調定に対する収入率は

９８.８％、歳出合計額の予算に対する執行率は９６.５％となっています。 

 以上、よろしく御審議方をお願いいたします。 

○議長（三  良人）  次に、今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書６ページの議案第５２号、平成２３年度須恵町水道

事業会計決算の認定についてでございます。別冊の平成２３年度水道事業会計計算書で御説明さ

せていただきます。 

 １ページ、２ページをお開きください、平成２３年度須恵町水道事業決算の報告書、なお、以

下消費税込の決算額を述べさせていただきます、収益的収入及び支出のうち収入は、第１款水道
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事業収益決算額５億８,４７０万５,８６１円、前年比３.１％の増です、主なものといたしまし

ては、給水収益の増でございます、支出では、第１款水道事業費用、決算額５億４,９１６万

３,２５３円で、前年比１.６％の減です、予算額に比べ１,４７７万６,７４７円の不用額が出て

おりますが、主なものといたしましては、配水及び給水修繕費等の執行残となっております。 

 ３ページ、４ページをお願いいたします。資本的収入及び支出のうち収入は、第１款資本的収

入、決算額５,８４５万６,７００円です、前年比４８.１％の減です、これは石綿管改良工事に

伴います企業債及び国庫補助金の減収です、支出のほうでは、第１款資本的支出、決算額２億

１,３５５万２,１６５円で、前年比１５.１％の減です、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額１億５,５０９万５,４６５円は、損益勘定留保資金で補填いたしました。 

 審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第４７号から議案第５２号については、議長を除く１３人で構成する決算

審査特別委員会を設置し、これに付託し審査することにしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第４７号から議案第５２号は、決算

審査特別委員会に付託し、審査することに決定しました。 

 なお、特別委員会の正副委員長については、調整ができておりますので報告します。 

委員長は、今村桂子議員、副委員長は、合屋伸好議員であります。 

 ここでお諮りします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。 

再開を１１時といたします。休憩に入ります。 

午前10時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時00分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第５３号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第５３号須恵町表彰条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 
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○総務課長（今泉 俊裕）  議案書の７ページをお開きください。 

 議案第５３号須恵町表彰条例の一部を改正する条例でございます。 

 須恵町表彰条例の一部を次のように改正する。 

 この改正は、功労表彰の自治功労者の表彰、推戴において対象となる行政の各種委員会の役職

名を定めた別表１の役職名を改めるものでございます。 

 次の８ページの新旧対照表により説明いたします。 

 右側の改正前の別表１、アンダーラインを引いておりますが、行政相談員を正式な名称である

行政相談委員に改める。 

 次に、スポーツ基本法の施行により、体育指導委員がスポーツ推進委員に名称が改められたこ

とから、体育指導委員会会長の次に、スポーツ推進委員会会長を追加するものでありまして、特

段表彰基準等を変更するものではございません。 

 ７ページに戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するも

のでございます。御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第５３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号須恵町表彰条例の一部を改

正する条例を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第５４号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第５４号須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。合屋住民課長。 

○住民課長（合屋 勝秀）  議案書９ページをお開きお願いします。 

 議案第５４号須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

 提案理由といたしまして、子育て支援の一環として、子育てにかかる経済的負担を少しでも軽

減するため、乳幼児医療費制度の対象を入院に限り、現在の未就学児から小学校６年生までに拡

大するものでございます。 

 新旧対照表により御説明します。１２ページをお願いいたします。 

 今回の改正におきましては、小学校１年生から６年生までが新たに制度の対象となります。こ

れに伴い題名を「須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例」から「須恵町乳幼児子ども医療費の
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支給に関する条例」に改めるものでございます。 

 第２条につきましては、今回新たに制度の対象となる小学校１年生から小学校６年生までの児

童を「子ども」と定義し、２号に、「子ども」須恵町の区域内に住所を有し、１２歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にあるものを言う、ただし乳幼児を除く、と追加しています。 

 次に、１３ページから１４ページにかけての第４条第１項は、医療費のうち、健康保険の２割

または３割の一部負担金について助成を行う旨の規定がなされております、１４ページの上から

３行目のただし書きにより、「当該医療費のうち医療機関ごとに、次に掲げる額については支給

しない」と、助成対象外について改めております、その内容は乳幼児については変更はありませ

んが、今回新たに制度の対象となる「子ども」についての入院の場合に関して、１日５００円、

１カ月最大５,０００円の自己負担が発生いたします、これ以外の一部負担金３割分について新

たに助成を行うものでございます。 

 本改正案につきましては、対象年齢の拡大に伴う改正のほかに、現行条例の内容を精査・検討

の上、文言の修正等軽微な改正をあわせて行っております。 

 １０ページに戻っていただきまして、付表の１項としまして、この条例は平成２５年４月１日

から施行し、同日以降に受ける医療にかかる乳幼児子ども医療費から適用する、ただし次項の規

定は公布の日から施行するものです、２項としまして町長は、全項の規定にかかわらず、施行日

前においても、改正後の須恵町乳幼児子ども医療費の支給に関する条例第５条の受給資格の認定

を行い、受給資格者に対して乳幼児・子ども医療証を交付することができるものとするものでご

ざいます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第５４号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５４号須恵町乳幼児医療費の支給

に関する条例の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第５５号 

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第５５号須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。合屋住民課長。 

○住民課長（合屋 勝秀）  議案書１７ページをお開きください。 

 議案第５５号須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。 
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 須恵町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

 提案理由といたしまして、須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部改正に伴い、本条例

におきまして、須恵町乳幼児医療費の支給に関する条例を引用していますので、今回改正するも

のでございます。 

 新旧対照表により御説明します。１８ページをお願いいたします。 

 第３条２項第３号中、「須恵町乳幼児医療費」を「須恵町乳幼児子ども医療費」に改めるもの

でございます。 

 １７ページに戻っていただきまして、付表としまして、この条例は平成２５年４月１日から施

行し、同日以降における医療にかかる重度障害者医療費から適用するものでございます。 

 以上、御審議方お願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第５５号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５５号須恵町重度障害者医療費の

支給に関する条例の一部を改正する条例を文教厚生委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．議案第５６号 

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第５６号須恵町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５６号須恵町教育委員会委員の任命についてでございますが、須恵

町の教育委員会に下記のものを任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４号第１項の規定により本議会の同意を求めるものでございます。 

 住所、糟屋郡須恵町大字植木４０３番地、氏名、今泉靖親、生年月日、昭和２１年８月２１日

生まれ、６６歳でございます、任期は平成２４年１０月１日から平成２８年９月３０日まででご

ざいますが、提案理由といたしましては、現在教育委員長であります大場仁氏が、２４年９月

３０日をもって任期満了となるためでございます。 

 経歴につきましては、次ページ２０ページに載せておりますが、本町の中学校の校長等を歴任

されておりますし、退任後も民生委員、児童委員、あるいは行政相談委員としても活躍されてお

りますし、最適任ではなかろうかということで提案するものでございます。よろしく同意方お願

い申し上げます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。
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よって、議案第５６号を各委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５６号須恵町教育委員会委員の任

命についてを各委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第５７号 

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第５７号須恵町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  議案第５７号須恵町教育委員の任命についてでございます。 

 同じく教育委員会の委員として下記のものを任命したいので、地方教育行政法の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定により本議会の同意を求めるものでございます。 

 住所、大字上須恵４７８番地、氏名、平松秀一、生年月日、昭和２９年１２月５日、５７歳で

ございます、任期が平成２４年１０月１日から平成２８年９月３０日まででございます。 

 提案理由といたしまして、現教育長であります平松秀一氏の任期１期の任期満了となるもので

ございますが、いわゆる４年間の実績、これにつきましては、内外からも広く評価されておると

ころでありますし、その経験を生かして２期目に挑戦していただきたいということから提案する

ものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第５７号を各委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５７号須恵町教育委員会委員の任

命についてを各委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第５８号 

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第５８号須恵町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ２３ページでございます、議案第５８号須恵町固定資産評価審査委員会委

員の選任についてでございますが、固定資産評価審査委員会委員に下記のものを選任したいので、

地方税法第４２３条第３項の規定によりまして、本議会の同意を求めるものでございます。 

 住所、大字佐谷１６５５番地、氏名、貝原雅俊、生年月日、昭和２６年１月４日生まれ、
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６１歳でございます、任期は２４年１０月１日から平成２７年９月３０日までの３カ年でありま

す。 

 提案理由といたしましては、現在評価審査委員として田原修三氏が２期６年の任期満了となる

わけでございまして、後任として貝原氏を推選するものでございます、貝原氏につきましては、

元議員でありますし町の監査委員も経験されておりまして、適任であるということからお願いす

るものでございます。 

 ちなみに、各校区、第一小校区、第二小校区、第三小校区として、校区から１名と、それから

任期を２期と定めており、今回田原修三氏の後に貝原雅俊氏を推選するものでございます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第５８号を各委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５８号須恵町固定資産評価審査委

員会委員の選任についてを各委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第５９号 

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第５９号平成２４年度須恵町一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案書は２５ページをお開きください。 

 議案第５９号平成２４年度須恵町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２４年度須恵町一般会計補正予算（第２号）

を別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求めるものであります。 

 内容につきましては、別冊の歳入歳出補正予算書で説明をいたします。 

 補正予算書の１ページでございますが、平成２４年度須恵町の一般会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億７,８１０万９,０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ７７億６,６５３万

４,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 第２条、債務負担行為でございますが、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為によるものでございます。 
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 次の２ページ、第１表歳入でございますが、主なものを申し上げます。 

 ８款地方特例交付金につきましては、算定額の決定により４３０万７,０００円の追加計上で

ございます。 

 ９款地方交付税は、今回の補正で不足する額の財源措置として、４,７４９万９,０００円を追

加するものでございます。 

 １４款県支出金は、緊急雇用創出事業補助金など、合わせて４９５万２,０００円。 

 １５款財産収入は、不動産の売り払い収入を１,７５７万円計上いたしております。 

 １８款繰越金９,４７１万円、これは前年度からの繰越金の留保額の全額を今回計上いたして

おります。 

 次に、３ページをお願いします。歳出でございます。 

 ２款総務費におきましては、不動産売り払い収入の基金への積み立てなどで、合わせて

３,２５１万６,０００円の追加。 

 ３款民生費は、１項社会福祉費において、国民健康保険特別会計への繰出金など５７６万

５,０００円、第２項児童福祉費では、学童保育所の設計費など４８１万５,０００円、合わせて

１,０５８万円の追加補正でございます。 

 ６款農林水産業費におきましては、堆肥センターの整備に関する経費並びに農業基盤整備事業

費に等合わせて５,３３０万円の増。 

 ８款土木費においては、道路改良工事費として、４,１８５万６,０００円の追加計上でござい

ます。 

 ９款消防費につきましては、来たる９月９日開催の福岡県消防操法大会への出場のための経費

及び防災行政無線の子局の増設工事費等、合わせまして７６４万１,０００円の追加でございま

す。 

 １０款教育費においては、須恵中学校テニスコート改修工事費など、合わせて３,２２１万

６,０００円の増額補正でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為でございますが、債務を負担する行為をすることができる事項といたしま

して、庁舎空調設備等改修工事、期間、平成２４年度から平成２５年度まで２カ年間、限度額、

１億３,５００万円、第１学童保育所建築設計管理業務委託、平成２４年度から２５年度まで

２年間、６５０万円。粕屋南部消防組合負担金、平成２３年度の組合の借入債の償還分として、

平成２４年度から２８年度まで、合わせて１,７４８万７,０００円の債務負担行為の設定を行う

ものです。 

 以上であります。 
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○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第５９号については、議長を除く１３人で構成する予算審査特別委員会を

設置し、これに付託し、審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５９号平成２４年度須恵町一般会

計補正予算（第２号）を予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正副委員長については、調整ができておりますので御報告します。 

 委員長に、今村桂子議員、副委員長に、合屋伸好議員であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議案第６０号 

○議長（三  良人）  日程第１８．議案第６０号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。合屋住民課長。 

○住民課長（合屋 勝秀）  議案書２６ページをお願いいたします。 

 議案第６０号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を別冊のとおり提出するので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の歳入補正予算書１９ページをお願いいたします。 

 平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について御説明をいたします。 

 今回の補正は、第１条としまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１３万

６,０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ２９億９,８２２万円とするものでございます。

第２項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額及び補正額の補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正により説明いたします。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 歳入で、１款繰入金の１項他会計繰入金につきましては、歳出の９款１項１３目の国庫支出金

等還付金において、追加補正をしておりますので、その財源を一般会計から繰り入れるものでご

ざいます、補正額としましては、１７７万９,０００円でございます。 

 ２款繰越金１項繰越金は、前年度の繰越金が確定しておりますので、今回３２９万円の計上を

しております。 

 １０款諸収入３項雑入の６万７,０００円につきましては、老人保健拠出金の２２年度の実績

によります還付金確定通知によりまして計上を行っております。 

 歳出２１ページをお願いいたします。 
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 ９款諸支出金１項償還金及び還付金の５１３万６,０００円の追加につきましては、２３年度

の実績によります退職者医療療養給付費に還付金が出ております、その補正を行っております。 

 以上、御審議方お願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第６０号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６０号平成２４年度須恵町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）を文教厚生委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．議案第６１号 

○議長（三  良人）  日程第１９、議案第６１号平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書２７ページでございます。 

 議案第６１号平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号）、地方自治法第２１８条第

１項の規定により、平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出す

るので、本議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書２６ページをお開きください。 

 第１条、平成２４年度須恵町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。 

 支出、第１款第１項営業費用、補正予定額２１６万７,０００円は、原水及び浄水費の修繕費

の補正でございます、第２項営業外費用、補正予定額、マイナス１５万円は、借入債の額の確定

による補正でございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、議案第６１号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６１号平成２４年度須恵町水道事

業会計補正予算（第１号）を総務建設産業委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２０．報告第３号 

○議長（三  良人）  日程第２０、報告第３号平成２３年度須恵町健全化判断比率の報告につい
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てを議題とします。 

 報告を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案書の２８ページをお開きください。 

 報告第３号平成２３年度須恵町健全化判断比率の報告について。 

 平成２３年度須恵町健全化判断比率について、財政健全化法第３条第１項の規定により、監査

委員の意見をつけて別紙のとおり報告するものでございます。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 平成２３年度健全化判断比率、単位はパーセントでございます、実質赤字比率一般会計の実質

赤字比率は、赤字額がないためありません。 

連結実質赤字比率、一般会計から各特別会計、水道事業会計まで含めたところの連結実質赤字

比率も、赤字額がないためありません。 

実質公債費比率１１.５％、将来負担比率４３.２％、ちなみに平成２２年度は、実質公債費比

率は１２.５％、将来負担比率は５８.７％でございました。 

 以上のとおり御報告いたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、報告済みとします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２１．報告第４号 

○議長（三  良人）  日程第２１、報告第４号平成２３年度須恵町公営企業の資金不足比率の報

告についてを議題とします。 

 報告を求めます。今泉上下水道課理事。 

○理事（上下水道課）（今泉 智明）  議案書３０ページでございます。 

 報告第４号平成２３年度須恵町公営企業の資金不足比率について。 

 平成２３年度須恵町公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見をつけて別紙のとおり報告いたします。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 １、平成２３年度公営企業の資金不足比率、特別会計の水道事業会計、公共下水道事業特別会

計、農業集落排水特別会計の３会計は、資金不足比率には該当いたしませんので、報告いたしま

す。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。

よって、報告済みとします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２２．地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意

見書の提出について 

○議長（三  良人）  日程第２２、地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組

み」の構築を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 提出議員の説明を求めます。３番、松山力弥議員。 

○議員（３番 松山 力弥）  地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構

築を求める意見書（案）について、会議規則第１３条の規定により、荒木議員を賛成議員として

提出します。 

 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減が、我が国のみならず、地球規模の重要な課題と

なっており、森林の持つ地球環境保護など森林の公益的機能に対する国民の関心と期待は大きく

なっています。 

 地球温暖化防止をより確実なものにするためには、森林の整備保全等の森林吸収源対策や、豊

富な自然環境が生み出す再生化のエネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体

的総合的に実施することが不可欠です、しかし後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対

策などの地球温暖化対策に、取り組むための恒久的安定的な財源が大幅に不足していることから、

国に対して地球温暖化対策のための税の一定割合を、森林面積に応じて譲与する地方財源を確保

充実する仕組みを、早急に構築することを強く要請するため、意見書を提出したいと思っており

ますので、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本意見書の取り扱いについて、各委員会に付託したいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、地球温暖化対策に関する「地方財源を確

保・充実する仕組み」の構築を求める意見書の提出については、各委員会に付託し、その取り扱

いの審査をお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（三  良人）  以上で、本日に議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は、９月１１日、午前９時に再開します。 

 本日はこれにて散会します。 

午前１１時３７分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


